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I　 はじめに

1. 研究の背景と目的

1990年6月の改正入管法の施行以来, 1980年時点

で78.3万人にすぎなかった在留外国人人口（旧，外

国人登録者数）は，やがて日本の総人口の約1.9%に

当たる238.3万人(2016年12月末）にまで増加した1）。

そのうちの約6割が永住や結婚など，少なくとも近い

将来にわたって日本社会に「定住」する意思を示して

おり，今や地域社会に住まう1人の「住民」として在

留外国人に向き合う時代が訪れている。それゆえ，特

に在留外国人の集住するような地方自治体は，外国人

住民への行政サービスの提供や窓口対応にはじまり，

地域住民・NPO・NGOとの連携活動（協働）にいた

るまで，多様な機能を担うことが期待されている（駒井

2006)。

また, 2006 年3 月には総務省から『地域における

多文化共生の推進に向けて』が公表され，地方自治体

（都道府県および政令指定都市）は『多文化共生推進

プラン』の策定に努めるよう「通達」（総行国第79 号，2006

年3 月27 日）を受けた（小笠原2015) 。すなわち，

「国際交流」「国際協力」につづく「地域の国際化」の

第3 の柱として，地方自治体が「多文化共生」の推進

に主体的に取り組むことが示されたのである。

以上のような経緯をふまえれば，自治体が外国人住

民施策ないしは多文化共生事業に果たす役割はけっし

て小さくない2）。　しかしながら，自治体の施策や事業

はそれぞれの地域の実情に合わせて展開されているた

め，その進捗には同一県内の自治体間においてさえ

地域差が生じることが指摘されてきた（松宮・山本2009

）。

そこで本稿では，およそ20万人の在留外国人人口

を抱える愛知県内の各自治体において，外国人住民施

策ならびに多文化共生事業がどの程度実施されている

のか，アンケート調査を通じて明らかにすることを目

的とする。なお，アンケート調査は2014 年3 月に愛

知県内の全自治体（54 市町村）に郵送で実施したも

のである3）。そのため，本稿の分析結果とその解釈は2013

年度までの状況をとらえたものであることを申

し添えておきたい。

2.既存研究と問題の所在

地方自治体の外国人住民施策ないしは多文化共生事

業に関する研究は，比較的豊富に存在している。ただ

し，大半は先進的な自治体の取り組みに焦点を当てた

ものであり，たとえば在日コリアンの多い大阪市や神

奈川県川崎市，外国人集住都市会議4）の中心的存在

である静岡県浜松市や群馬県人田市・大泉町，愛知県

豊田市・豊橋市等に関する事例研究があげられる（小

笠原2015 ； 柴田2009 ； 福島・藤代2005 ； 村井2007）。

これら先進自治体を類型化した山脇(2004)は，在

留外国人との関係性から自治体を人権型・国際型・統

合型 の3 タイプに分けて理解している。すなわち，①
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在日コリアンを中心としたオールドカマーに対する外

国人住民施策に一定の蓄積があった自治体（人権型），②

パズル経済期や改正入管法以後にニューカマーの急

増を経験した自治体（国際型），そして②両者の混在

する自治体（統合型）である。山脇によれば,大阪市（人

権型）や川崎市（統合型）のようなタイプは, 1970

年代以降に在日コリアンによる差別撤廃運動の生起を

経験しており，外国人住民の権利保障や生活支援が先

進的に進んだという経緯がある。一方で，国際型はそ

うした基盤をほとんどもたすに1980年代以降のニュー

カマーの急増に直面しているため，人権保障が遅れが

ちになったり施策が対症療法になりがちであるという

（村井2007）。なお，本稿の対象地域である愛知県や東

海地方の自治体は，基本的には国際型に属している。

以上のような先進自治体の既存研究はわれわれに多

くの知見をもたらしてくれるが，松宮・山本（2009）

や村井（2007）も指摘している通り，先進自治体は数

ある自治体のなかではむしろ「例外的なケース」であ

り，実際には取り組みの進んでいる少数の自治体とそ

れ以外の自治体とでは温度差が大きい。それにもかか

わらず，同一地方や都道府県内の自治体を包括的に対

象としながら，その地域差を念頭において行われた調

査・研究は限られている。なかでも佐藤(1996) や高

畑（2001），石橋ほか(2007),松宮・山本（2009）ら

は複数自治体を調査しており，本稿でも参考にすべき

点が多い。また直接自治体を対象としたものではない

が，岩手県内の全国際交流協会に調査を実施し，その

特徴を明らかにしようとしたものもある（吉原ほか2008

）。

いすれもアンケート調査や場合によって聞き取り調

査も行っており，同一の基準で自治体間の差異を分析

しようという狙いが明確である。しかしながら，木稿

と同じく東海地方を対象にした佐藤(1996) や松宮・

山本（2009）は，在留外国人人口の増加率や比率を指

標にしながら，取り上げるべき自治体を選別したうえ

で調査を実施している。それゆえ，愛知県内の全自治

体（図1 ）をくまなく調査対象にした先行研究はなく，

そこに本稿の意義かおるといえる。

本稿の構成は以下の通りである。ますⅡにおいて，

愛知県の在留外国人の特徴をおさえたうえで，県政に

おけるグローバル化と国際化，多文化共生推進の流れ

を概観する。つづくⅢでは，アンケート調査の結果か

ら愛知県内の各自治体における外国人住民施策と多文

化共生事業の傾向と地域差を分析する。そしてⅣでは，

それまでの分析結果を考察して今後の課題を展望した

い。

図1　愛知県における自治体（54市町村）の位置

注）図中番号は表1ならびに表3のNo（市町村名）に対応している。
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Ⅱ　 愛知県政のグローバル化と国際化，多文化共生1.

愛知県の在留外国人の特徴

法務省入国管理局の『在留外国人統計（旧登録外国

人統計）』によれば, 2016年12月末の愛知県の在留

外国人人口は224,424人であり，国籍別に多い順でブ

ラジル(51,171人），中国(46,283人），フィリピン(33,390

人），韓国(31,015人 5），ベトナム(17,882人），ペ

ルー(7,571 人）,そしてネパール(5,625 人）となる（表1

）。 世界同時不況直前の2008 年末 と比較すると，ブ

ラジル人が65 ％ に減少した一方でフィリピン人が1.3

倍になった。また，ここ数年ではベトナム人やネパー

ル人 の伸び が顕著であ るが，それを除けば, 2013 年

末 の愛知県の状況は基本的 に2016 年末の傾向と近似

している。

市町村別 にみると（図1 ，表1 ），在留外国人人口が

圧倒的に多いのは名古屋市であるが，自治体人 口に占

める比率 は知立市(6.72%), 高浜 市(6.60%), 碧南

市(5.67%), 小牧市(5.61%) といった名 古屋 市周辺

部の工業化 された都市において高くなる。また，豊田

市や安城市などの西三河地域，そして東三河地域の豊

橋市においておおむね比率が高い。いわすもがな，こ

れらの地域では自動車産業を中心とした工業集積が著

しく, 1990 年代以 降にブ ラジル人人 口が集中したこ

とも特徴のひ とつ といえる。一方で，名古屋市や上記

以外の自治体では中国人やフィリピン人が突出してい

る。特に中国人には留学生の在留資格を有する者も多

く，大学・短期大学・専門学校・語学学校等が集積す

る名古屋市やその他中核的な都市部では，中国人に加

えてベトナム人やネパール人の姿も目立つ。

他方，県東部の新城市から奥三河にかけての中山間

地域，県西部の一宮市から愛西市にかけての濃尾平

野，そして県南部の知多半島では在留外国人比率1～

2％前後の自治体が連なっており，都道府県別で第2

位(2016 年12 月末）の在留外国人人 口を抱える愛知

県 といえども，各自治体が対応する外国人住民の状況

には地域差かおるこ とが理解されよう。

2. グローバル化 と国際化，多文化共生の推進

次に愛知県政におけるグローバル化と国際化，多

文化共生の経緯を概観しておきたい。ます，愛知県に

おける多文化共生の推進体制は, 2006年4月に設置

された「多文化共生推進室」（当時，地域振興部国際

課内）によって始まる（小笠原2015)。その2年前に

は，岐阜県・三重県・静岡県・群馬県および名古屋市

とともに「多文化共生推進協議会」を発足させており

（のちに長野県と滋賀県も参加），県は国に対する政策

提言を継続的に行ってきた（阿部2015)。そして2006

年3月の総務省からの通達を受け，多文化共生推進室

を中心に策定されたのが『あいち多文化共生推進プラ

ン』（計画年度は2008～2012年度）である。このように

，2000 年代後半には愛 知県 政にお ける多文化共

生の推進体制が整っ た。

ただし愛知県の場合，当該地域における「グローバ

ル化」と「国際化」への理解が，多文化共生推進の理

解にとっても大きな意味をもっている。たとえば，愛

知県では2003年3月に『愛知県国際化推進プラン』（国

際化プラン）（計画年度は2003～2007年度）が公表

されており，「外国籍県民とともに生きる地域社会づ

くり」が掲げられた。『国際化プラン』策定のために，

今では「外国人県民あいち会議」として広く知られる

施策（当時は「外国籍県民あいち会議」）が始まった

のも, 2002年度からである（村井2007）。背景には，

すでに述べたように，愛知県が1990 年代以降に在留

外国人の急増を経験した工業都市を多く抱えてお り，

そ うした人々を 「県民」（すなわち愛知県 の住民）と

して迎え入れようとい う姿勢があった。

しかしながら，愛知県政のグローバル化 と国際化に

とって もうひ とつ の重要な契機は, 2005 年 に開催 さ

れた 「愛知万博 （愛 ・地球博）」をめぐ る動きであろ

う（松宮・山本2009) 。先 の『国際化プラン』に始ま

り2004 年度の『国際交流大都市圏構想』（国際構想）（計

画年度は2004 ～2010 年度），『国際化プラン』と『国

際構想』を統合してつくられた2008 年度の『あい ち

グローバルプラン』（グローバルプラン）（計画年度は2008

～2012 年度）へとつづく一連の流れ6）は，愛知

万博の開催と中部国際空港（セントレア）の開港に強

く裏打ちされていることが，『グローバルプラン』の

策定趣 旨にも記されている。ここには，万国博覧会の

開催自治体の責任 として，外国人来訪者の受け入れ態

勢の整備を急いだ愛知県の姿がうかがえる。愛知県の

多文化共生は，そ うしたグローバル化と国際化をめぐ

る地域固有のローカルな文脈によっても進んだと解釈

すべきである。

以上のように愛知県政の先進的な取り組みの流れが

あったなかで，各自治体では外国人住民施策や多文化

共生事業がいかに実施されているのであろうか。つづ

くⅢでは, 2014年3月に実施したアンケート調査の

結果にもとづき，各自治体の外国人住民施策と多文化

共生事業の傾向を分析したい。
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表1　 愛知県の市町村別在留外国人人口(2016 年12 月末）

単位 （人）

No �市町村名 � 総 人 口 ＊ �在 留 外 国 人* ＊ �比 率 （％ ） ＊** �ブラジル � 中国 �ﾌｨﾘﾋﾟﾝ � 韓国 �ベトナム

12

3

4

5

6

7

8

9

10

1112

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 �

名古屋市

豊橋市

岡崎市
一宮市

瀬戸市

半田市

春日井市

豊川市

津島市

碧南市

刈谷市

豊田市

安城市
西尾市

蒲郡市
犬山市

常滑市
江南市

小牧市

稲沢市

新城市
東海市

大府市

知多市

知立市

尾張旭市

高浜市

岩倉市

豊明市
日進市

田原市

愛西市

清須市

北名古屋市

弥富市

みよし市

あま市

長久手市 �2,295,638374,765381,051380,868129,046116,908306,508182,43663,43171,346149,765422,542184,140167,99081,10074,30856,54798,359149,462136,86747,133111,94489,15784,61770,50180,78746,23647,56269,12787,97762,36463,08867,32784,13343,26961,81086,89857,598�74,18015,24910,1355,5433,6393,2536,6315,4951,1174,0454,29015,6726,5527,7542,5712,0281,0481,6848,3832,8467671,5922,2752,0594,7401,1963,0522,3352,7481,3261,4267461,5771,6861,5031,8021,919933�3.234.072.661.462.822.782.163.011.765.672.863.713.564.623.172.731.851.715.612.081.631.422.552.436.721.486.604.913.981.512.291.182.342.003.472.922.211.62�4,0476,9373,4382525621,4623812,4152042,1478005,9842,1173,0763762142764023,1129823011163855472,469361,6941,262977963010726720743663623742�22,4781,3921,6321,4684764971,2587181793379842,7461,015750349337263327986488114322501224498253216117426387689226298332233320392276�8,5682,9961,6961,4376252431,1575422064151,1241,6781,7291,1191,176284913541,2095161072633262896432053363313611112849

1177378

210

275

319

68 �16,1651,2831,3009988293161,779540156802991,1923222735016111215444522321415213105126367129140147281489240127695122327181�5,5304587455091732525582231523333898913931,00815547713811762227511222042035127850321733497418610516019324012723162
39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54 �

東郷町

豊山町

大口町

扶桑町

大治町

蟹江町

飛島村

阿久比町

東浦町

南知多町

美浜町
武豊町

幸田町

設楽町
東栄町

豊根村 �42,85815,17723,27433,80630,99037,0854,39727,74749,23018,70723,57542,47339,5495,0743,4461,135�1,0384504833686571,1862423051,474417246820868422011�2.422.972.081.092.123.205.501.102.992.231.041.932.190.830.580.97�18429369571738578413403632282004�2086015574144159701061643278986126920�1731934452982996321572921111230510�1167535341851731131598414429371�11835766130193733790302158107030

計 ��7,483,128�224,424 �3.00 �51,171 �46,283 �33,390 �31,015 �17,882

（『在 留外 国人 統 計』 な らび に『 国勢 調査 』 より作 成）

注）＊は『2015 年国勢調査』，＊＊は『在留外国人統計』(2016 年12 月末）にもとづいてお り，＊＊＊は＊＊/＊×100 で算出してある。
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Ⅲ　自治体の外国人住民施策と多文化共生事業

1.アンケート調査票の構成

本アンケート調査票の質問項目は,大きく分けて「外

国人住民施策」と「多文化共生事業」の2 つで構成さ

れている。質問項目と個別設問は，既存研究とある程

度比較可能になることを念頭におき，佐藤(1996) や

高畑（2001），松宮・山本（2009）にならった。

(1)外国人住民施策の質問項目

外国人住民施策について尋ねる質問項目は，全部で

9つ(外国人住民の生活実態把握,生活支援，相談窓口，

出産・育児，就学，住宅，医療，福祉支援，政治参加)

に分かれている( 表2) 。

表2　アンケート調査票の構成と質問項目

I � 外国人住民施策

1

2

3

4

5

6

7

8

9 �

外国人住民の生活状況の把握

生活の支援

外国人住民のための相談対応

出産･育児の支援

外国人児童の就学.学習の支援

住宅の支援

医療の支援

福祉の支援

外国人住民の市民参加と政治参加
Ⅱ � 多文化共生事業
101

112 �

多文化共生事業の推進状況

多文化共生と防災

多文化共生と社会教育
Ⅲ �その他

I ．外国人住民施策の質問項目（1～9）中の個別

設問は，1. 外国人住民の集計・データベース化・生

活実態調査／意識調査等の実施，2.『生活ガイドブッ

ク』．定期刊行物・自治体ウェブサイト・公共施設の

案内表示の多言語化，3. 相談窓口・外国語対応職員・DV

被害者の専門相談窓口の有無，4. 出生届時の外

国人登録証（ないしは在留カード）提示の要不要や出

産・育児情報の多言語化，5. 不就学児童の実態調査

や在留資格のない児童の就学許可，就学案内の多言語

化・外国人児童向け進路説明会．学習支援事業の実施，6.

外国人住民の入居可能な公営住宅の有無や入居募

集案内の多言語化,7. 病院への医療通訳派遣制度（愛

知県提供の「あいち医療通訳システム」以外で）・公

営病院における多言語対応・医療情報の多言語化，8.

無年金者への救済措置・福祉制度情報の多言語化・国

民年金等の給付状況の把握，9. 外国人住民からの意

見収集や住民投票への参加資格，自治体職員への雇用

実績や雇用に関する国籍条項の有無，自治会・町内会

情報の多言語化や加入促進策である。

全体的には，外国人住民に向けた行政サービスとそ

の多言語化を問う設問が多くなっている。多言語化の

進捗を尋ねているのは，外国人住民にとって行政サー

ビスにアクセスする際の言語的障壁を取り除くことが

重要であると考えられるからである。外国人住民に対

する行政サービスへの「アクセスと平等」の確保は，

自治体の外国人住民施策における基本的な条件となる

だろう。なお，どの言語に対応しているのかに関する

回答の選択肢は，英語・中国語・韓国語・ポルトガル

語・スペイン語・タガログ語・フリガナ付日本語・や

さしい日本語の10 種類を用意した。

（2）多文化共生事業の質問項目

Ⅱ．多文化共生事業に関する質問項目（10～12）は，

多文化共生事業の進捗・防災・社会教育の3 つで構成

されている（表2 ）。各設問には, 10.『国際化推進計画』

や『多文化共生推進プラン』の策定, NPO ・NGO 等

民間団体 との連携（協働), 11. 外国人住民向け防災

啓発事業 （防災 訓練など含む）の実施・「災害時要援

護者」への位置づけ・災害時多言語支援センターの殷

殷,12. 外国人住民・日本人住民向け講座や ボランティ

アの育成状況が含まれている。

2.　外国人住民施策の傾向と地域差

上記アンケート調査結果のうち，外国人住民施策に

ついて自治体別に回答をまとめたものが表3である。

なお表3を作成するにあたり，アンケート調査票の質

問項目や個別設問の一部を前後入れ替えた。

表3をみると，各設問のあいたで実施状況にはかな

りの差があることがうかがえる。ここで「実施済みも

しくは定期的に実施」（◎）と「条件付き実施もしく

は部分的に実施」（○）を足した数を「施策実施率」

とすると，全体的にみて「1-1.国籍別・住所別・世

帯別集計」がもっとも実施されていることが分かる。

これは，高畑（2001）が近畿地方の自治体を対象に調

査した15年前の分析結果と重なる部分かある。次に

多いのが自治体ウェブサイトの多言語化であるが，対

応言語の種類をみると，英語中心の自治体と複数言語

に対応しているところとでは差が大きかった。

ここで，外国人住民施策にとって基本となる行政

サービスの多言語化をみてみよう（図2 ）。図2 によ

れば，多言語化の施策実施率がもっとも高いのは自治

体ウェブサイトであり，次に公共施設の案内表示・『生
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表3　 外国人住民施策の実施状況

注）◎（実施済みもしくは定期的に実施），〇（条件付き実施もしくは部分的に実施）△（未実施であるが今後予定あり），×（未実施で今後も予定なし）
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表3　 外国人住民施策の実施状況（つづき）
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図2　 行 政 サー ビ スの多 言 語化

（アンケート調査より作成）

注）多言語化量とは，多言語化か実施 されている全自治体における

対応言語数の総和を意味してい る。この数値が大きいサービス

ほど， より多くの自治体で，より多種類の言語によっ て提供さ

れているこ とになる。

活ガイドブック』・就学案内・外国語対応職員の配置，

そして出産・育児情報となった。ただし○と○の割合

はサービスごとにバラつきかおり，日常生活に役立つ

自治体情報が掲載された『生活ガイドブック』の多言

語化かもっとも充実しているようである。一方で，自

治体職員の多言語化を意味する「職員の外国語研修」

の実施状況は芳しくない。モノやサービスの多言語化

に比べて，ヒトの多言語化には費用屯時間もかかるか

らであろう。

この多言語化の実施状況を，「多言語化量」（多言語

化を実施している全自治体における対応言語数の総

和）の観点からみてみよう。多言語化量がもっとも多

図3　 多 言 語 化 さ れ た 施 策 別 対 応 言 語 の 種 類

（ア ン ケー ト調 査 より 作成 ）

注）英 （英 語）,中（中 国語 ）,韓（韓 国語 ）,ポ（ポル トガ ル 語）,ス（ス

ペ イ ン語 ），夕 （ タガ ロ グ語）， フ （フ リガ ナ付 日本語 ）， や （や

さしい 日本語 ）

いのは，やはり自治体ウェブサイトである。しかしな

がら，施策実施率では第2位であった公共施設の案内

表示はその順位を大きく下げ，代わって出産・育児情

報が第2位に躍り出た。これは，案内表示の多言語化

がもっぱら英語を中心に実施されているのに対して，

出産や育児といった人の生命にかかわる情報は，自治

体の実情に合わせてポルトガル語やスペイン語，タガ

ログ語や中国語へと多彩に翻訳されているからである7）

（図3）。これと類似した傾向にあるのが，就学案内と

福祉制度情報の多言語化である。ともにポルトガル語

への対応自治体が英語以上に多く，スペイン語やタガ

ログ語も比較的充実している。なお，タガログ語への

対応が特に出産 ・育児 情報におい て進 んでい るのは，

日本在住のフィリピン人人口に占める女性の割合がき

わめて高いことによるものと考えられる。また，相談

窓口における外国語対応職員は，英語を除けばポルト

ガル語 とスペイン語職員に偏っていることも合 わせて

図3 からは読み取れる。

つづいて，外国人住民施策の実施状況に関する自治

体間の地域差 を分 析したい。市町村別にみて施策実

施率が高いのは，名 古屋市（22 施策）や 豊田市（同22

）・豊川 市（同21 ）・豊橋市 （同19 ）・西尾市 （同19

） といっか比較的人 口規模の大きい三河地域の都市

である。またこれらの都市では，名 古屋市を除いてブ

ラジル人人 口が突出して多いことも分かっている（表1

）

そこで施策実施率に影響を及ぼすと想定される4つ

の指標，すなわち①自治体の人口規模・②自治体の人

口密度・③在留外国人人口・④在留外国人比率を用い

て施策実施率との相関係数を算出すると，それぞれ①

0.48 ・ ②0.30 ・ ③0.52 ・ ④0.61となり，在留外国人比

率 と施策実施率とのあいだで正の相関関係がもっとも

強くでるとい う結果になった。既存の研究では，たと

えば松宮・山本(2009) が自治体における外国人住民

（実施率）

図4　 在留外国人比率と施策実施率の関係性(

アンケート調査より作成)
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図5　 市町 村別 在留 外 国人 比率 と施 策 実施 率 の分布

（アンケート調査ならびに『在留外国人統計』，『国勢調査』より作成）

注）在留外国人比率の算出には，それぞれ調査時点に近い『在留外国人統計』(2013 年12 月末）と『2010 年国勢調査』を使用した。

施策の促進要因は在留外国人の比率ではなく「人口規

模」であることを指摘しているが（高畑（2001）も同

様の見解である），本稿の分析では「在留外国人比率」

の方が施策実施の促進に強く影響しているように見受

けられた8）。ただし愛知県の場合，自治体の人口規模

と在留外国人のそれとがほとんど一致しているため，

単純に人口規模の大きな自治体ほど在留外国人人口も

多く，行政サービスの住民対応が進んでいると解釈す

ることも可能である。すなわち，人口の多い市ではそ

もそも様々な施策が実施されやすく，町村レベルにな

るとそうした実施が容易ではないという単純な構図で

ある。

合わせて両指標の散布図（図4）をみると，名古屋

市や豊田市・豊川市・豊橋市・西尾市は在留外国人比

率が3 ～4％前後でありながら,外国人住民施策がもっ

とも進んでいる自治体群であることが明らかである。

政令指定都市でかつ県庁所在地でもある名古屋市は別

にして，豊橋市と豊田市は（世界同時不況後に減った

とはいえ）いすれもブラジル人の人口規模で県内第1

～2 位を独占しており，そうしたローカルな文脈が施

策の実施を促したことが推察される。そこで，施策実

施率とブラジル人人口との相関係数をみると0.75 と

強い正の相関を示しており，在留外国人比率そのもの

よりも相関関係がよく表れているのである。すなわち

愛知県においては，自治体の外国人住民施策の促進要

因に ブラジル人の人口規模が影響を与えている可能

性も示唆される。

この地域差に　自治体の地理的な位置関係はどの程

度関連しているのだろうか。図5 は，市町村別の在留

外国人比率に施策実施率を重ねて図化しかものであ

る。既述の通り，在留外国人比率は尾張地域北部から

名古屋市をまたいで，西三河地域から豊川市や豊橋市

の東三河地域に向けて帯状に高くなっており，おおむ

ねそれらの地域で外国人住民施策の実施率も高いこと

がうかがえる。ただし，この地域にあって比較的在留

外国人比率の低い幸田町(1.93%) では，町の人口規

模(37,930 人）に比して施策実施率が高くなっている

のである。在留外国人比率が高く，施策実施が進んで
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いる先進的な自治体に囲まれた自治体でも周囲に合わ

せて施策が進むという，拡散理論における近隣効果を

推察できる。ただし，尾張地域東部の瀬戸市・尾張旭

市・長久手市・日進市にかけてのエリアは，豊田市や名

古屋市に挟まれているにもかかわらす施策実施状況が

芳しくない。本稿ではその阻害要因まで特定するには

至らないが，いすれもブラジル人の人口規模が小さい。

3．多文化共生事業の現状と課題

（1）多文化共生事業の推進状況

次に多文化共生事業の現状をみてみよう。Ⅱの2で

述べた通り，愛知県政の多文化共生推進の背景には，

2005年の万国博覧会の開催や国際空港の開港をにら

んだグローバル化と国際化の進展があった。そこで，

アンケート調査ではます，各自治体が総合計画とは別

に『国際化（ないしはグローバル化）推進計画』等を

策定しているかどうかを尋ねた。しかしながら，調査

時点において一自治体レベルでそうした計画を定めて

いたのは，わすかに5つ（岡崎市，刈谷市，豊田市，

常滑市，田原市）にとどまっていた9）。愛知県政の動

向と個別自治体におけるそれとが，必ずしも一致して

いない様子をうかがえる。

一方，『多文化共生推進プ ラン』等を策定してい た

のは12 自治体（名 古屋市, 豊橋市, 岡崎市, 春 日井市，

豊川 市，刈谷市，安城 市，小牧市，大府市，知多 市，

知 立市，豊明市） と，『国際化推進計画』よりも策 定

状況 が良かった。『国際化推進計画』 の一部で多文化

共生推進を位置づけている3 自治体（豊田市,常滑市，

田原 市）を加 えれば，15 の自治 体が多文化共生事業

に対する何らかの計画・指針を有してい ることになる。

知多半島に位置する常滑市以外は，おおむね在留外国

人 比率が高い 自治体であ る10）。 ただし，このなかで

多文化共生事業の専門部署を有してい たのは，名 古屋

市（市長室国際交流課）や豊橋市（文化市民部多文化

共生・国際課），豊川市（市民協働国際課），豊田市（国

際課）など限られた自治体であった。

また，おおむね「国際」や「国際交流」の冠せられ

た部署が，多文化共生事業の対応にあたっているのも

特徴である。この点について松宮・山本（2009）は，

外国人住民施策にしろ多文化共生事業にしろ，日本の

自治体の多くが「国際交流」を基盤に「地域の国際化」

を進めてきた経緯かあるため，多文化共生事業を専門

とする行政組織の制度化が不十分であることを指摘し

ている。しかしながら，昨今の名古屋市にみられるように

，たとえ 「国際交流課」が担当部署であったとし

表4　 多文化共生と防災

回

答

� 防

災

啓

発

事

業

� 災

害

時

多

言

語

支

援

セ

ン

タ

ー

�

回

答

� 「

災

害

時

要

援

護

者
」
　へ

の

位

置

づ

け

� 災

害

時

対

応

部

署

が

決

ま

っ

て

い

る

か

◎〇△

×

無回 答 �1751283�412452�

はい

いいえ

無回答 �26244 �23292

（アンケート調査より作成）

ても，多文化共生事業を積極的に推進している例もあ

る。「国際交流」の指し示す意味内容が変化すること

にも重要な意義があるのではないだろうか。

（2）多文化共生と防災

つづいて，多文化共生とのかかわりのなかで近年注

目を浴びている，「防災」に関する自治体の取り組み

を尋ねた（表4）。表4によれば，災害発生の事前準

備として外国人住民を対象にした防災啓発事業（防災

訓練等含む）を実施している自治体は半数以下にとど

まっている。近い将来に南海トラフ地震の発生が危惧

されるだけでなく，沿岸部であれば津波，尾張地域で

あれば洪水・高潮対策も必要な愛知県にあって，外国

人住民に対する防災教育は欠かざるべき事業のひとつ

であろう。 28自治体が「今援も実施予定はない」と

回答したことにいささか危機感をおぼえる。自治体主

催でなくとも，地域の国際交流協会等が主体となって

事業を展開しているケースも多いため，この回答結果

が一概に当該自治体の現実を反映しているわけではな

いと思われるが，愛知県の自治体における多文化共生

事業にとって今後の課題となろう。

また災害時，外国人住民に対して多言語による情報

提供や支援を行う目的で立ち上げられる「多言語支援

センター」11）の設置予定は，さらに厳しい結果となっ

た。◎と○を合わせた5自治体（名古屋市，豊橋市，

岡崎市，豊川市，豊田市）や，今後実施予定と答えた

西尾市と幸田町を除くほとんどの自治体では今後も設

置の予定がない。規模の小さな自治体にとって，広域

に生じる災害対応や防災は費用や人材面でも困難を伴

う事業であるとはいえ，愛知県との連携のなかで災害

対応の体制構築が望まれる。

合わせて，外国人住民を「災害時要援護者」に位置

づけたり，災害時に対応する専門部署が決まっている
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自治体も半数以子であることに鑑みると，総じて「防

災」を多文化共生事業の範疇にすえる自治体は，調査

時点ではまだまだ少ないようである。防災を意識した

多文化共生は，これから進めていくべき自治体の事業

のひとつである12）。

（3）多文化共生と社会教育

最後の質間項目は，多文化共生のための理解講座や

ボランティア育成などの社会教育と,地域連携（協働）

の状況についてである。この項目では，設問ごとに実

施している自治体とまったく対応していないところと

で，回答が半分に割れる結果となった（表5 ）。

表5　多文化共生と社会教育

回

答

� 外

国

人

住

民

向

け

各

種

講

座

の

開

催

� 日

本

人

住

民

向

け

各

種

講

座

の

開

催

� ボ

ラ

ン

テ
ィ

ア

の

育

成

事

業

� 地

域

連

携

（
N
P
O

．
民

間

団

体

等
）

◎○

△

×

無回答 �3030183�2840193�1751274�2910204

（アンケート調査より作成）

外国人住民向け各種講座には，日本語教室や日本文

化・外国文化の紹介等を通じた国際交流・異文化交流

系イベントが多く含まれている。一方でボランティア

の育成事業となると，取り組みが進んでいる自治体は

やや減ってしまう。自治体が多文化共生事業を推進す

るにあたって，行政組織以外の人材との協働は不可欠

である。それに向けた人材育成も多文化共生の重要な

事業であると思われるが，日本語教室や国際交流・異

文化交流イベントの実施に比べ，時間もノウハウも必

要な取り組みはなかなか進んでいないようである。

他方, NPO・NGO等民間団体との地域連携・支援

活動（協働）は，半数以上の自治体において何らかの

実績がある。しかしながら，その主な相手として地域

の国際交流協会があげられているケースも多く，こう

した自治体では多文化共生事業が自治体主導ではな

く，しばしば国際交流協会の事業に補助金を出すとい

うかたちでの協働にとどまってしまう事例も，既存研

究では指摘されてきた（松宮・山本2009)｡ その点に

鑑みれば，他の各種講座の実施率についても，自治体

自身ではなく地域の国際交流協会が主な担い手となっ

てこの数字を押し上げている可能性は否定できない。

詳細は自治体への聞き取り調査に委ねなければならな

いが，国際交流協会にも調査を行いつつ，自治体によ

る多文化共生事業への実際の関与の在り方に関する評

価が今援は必要となろう。

以上のように，多文化共生事業そのものの計画や指

針の策定，防災，社会教育の進展は自治体によって温

度差がかなり大きく，外国人住民施策と比べてもまだ

十分とはいえない状況にあることが明らかになった。

Ⅳ　 おわりに

本稿では，アンケート調査にもとづき愛知県内の各

自治体における外国人住民施策ならびに多文化共生事

業の傾向と地域差を分析した。その結果，外国人住民

施策においては施策ごとに実施状況にバラつきがあ

り，既存研究と同じく外国人住民の集計がもっとも進

んでいることが分かった一方で，多言語化では出産・

育児情報の提供が比較的実施されていることが明らか

になった。ただし，自治体ごとに施策実施率をみると

地域差も大きく，相関関係の観点からは在留外国人比

率の多寡が外国人住民施策の促進に影響を及ぼしてい

ることが指摘できた。　しかしながら，愛知県の場合，

在留外国人のうちでもブラジル人の人口規模との相関

関係が実際のところもっとも強く表れており，おそら

くは自治体内にブラジル人の集住地区が形成されると

外国人住民施策も進展するといった可能性が示唆され

た。また地理的な観点からは，取り組みの進んでいる

自治体に囲まれると，たとえ在留外国人比率が低く自

治体規模が小さくとも施策が促進されるなど，一部に

おいて近隣効果もみられることが分かった。

一方，多文化共生事業についてはその計画や指針，

防災や社会教育のいすれをとっても，自治体の推進体

制が十分であるとはいいがたいことが明らかとなっ

た。地域の国際交流協会との協働によって担保されて

いる部分があるとはいえ，自治体に定住する「住民」

としての在留外国人に対していかに「アクセスと平等」

を確保し，かつともに自治体の将来を築いていくパー

トナーにするのかということは，自治体自身がイニシ

アティブを発揮すべきことがらではないだろうか。

人口減少時代に突入している日本社会において，在留

外国人を真に「住民」として社会統合していくことはま

すます重要である。その点に鑑みれば，愛知県内の自治

体における外国人住民施策と多文化共生事業はいまだ端

緒についたところであり，施策実施率や自治体間の地域

差が今援は議論にならないほどの進展が期待される。
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謝辞本稿 の作成 にあた り， お忙しい なか愛 知県地 域振興部 国際課

（当時） の多文化 共生推進室に は聞き取り調査な らび にアンケー

ト調査 作成にご 協力い ただいた。 この場 をお借 りして御 礼申し

上げます。なお， 本稿の成果には平成25 年度文部科 学省 科学研

究費助成 事業（若手研 究（B ）「日本型多 文化共 生社会 の構 築 と

展望に関す る実証的・理論 的研究」（課 題番 号:22720318) の一

部 を使用した。

注

1） 法務 省人 国管 理局『 在留外 国人 統計 （旧 登録外 国人 統計 ）』

による。

2）本稿では便宜上，自治体が外国人住民に向けて提供する行政

サービス（相談窓口，住宅，教育，医療，出産・育児，福祉

等 に関する支援制度や 情報の提供）を「外 国人住民施策」とし，NPO

・ NGO や 民間団 体，国 際交流 協会等 と も連携し なが ら

外国人 住民とともに生き る社会を形成す る事業 （防災，異文

化理解 教育，ボランティ ア育成 等）を 「多文化 共生事業」 と

した。

3）設問ごとの回答状況にバラつきはあったものの，本アンケー

ト調 査票 の回 収 率は100 ％ で あっ た。 なお， 名 古屋市 の16

区役所に も同様の調査票を送付 したが，名古屋 市役 所が一括

して回答す るとい うことで， 区別 の調査結果は得 られなかっ

た。

4）「外国人集住都市会議」とは，外国人住民が多く居住する自

治体を中心に2001年に設立された自治体間連携会議であり，

外国人住民施策や多文化共生の推進に向け多岐にわたる諸課

題を共有するとともに，国や県に対して提言を重ねている組

織である。第1回会議が2001年5月7日に浜松市で行われ，

「浜松宣言及び提言」が採択された。 2017年9月時点で会員

自治体は22である（外国人集住都市会議ウェブサイト(http://

www.shujutoshi.jp/index.html）（最終閲覧日:2017年9月24日）

を参照）。

5) 2016 年12 月 末 の『 在 留 外 国 人 統 計 』 で は，「韓 国人 」 と

「朝鮮 人」が 分けて集 計され ており， 従来通 り両者 を足す と33,436

人で 中国人についで愛知県 では第3 位 の人 口規模とな

る。 た だし， 減少 傾 向にあ る韓 国・ 朝鮮人 の こ とを考 えれ

ば，近い将来フィ リピン人が県 内第3 位の国籍集団 となるだ

ろう。

6）『あい ちグローバ ルプ ラン』 の後継 とし て，現 在は『あい ち

国際戦 略プ ラン 』（計 画年度 は2013 ～2017 年 度） が実施 中

で ある。

7） 出産・育児 情報 の多 言語化 では，『母 子健康 手帳』 の多言語

版 の既製 品を利用してい ると回答した 自治 体もあった。

8）ただし，愛 知県において人 口が200 万人超 とあまりに突出し

て い る名 古 屋 市 を 相 関係 数 の 計 算 か ら 除 外 す る と ， 在 留 外 国

人 の 「人 口 規 模 」 の 方 が施 策 実 施 率 と 強 く 相 関 し た （相 関係

数0.75) 。

9）具体的には岡崎市『岡崎市国際化推進プラン』，刈谷市「刈

谷 市 国 際 化 ・多 文 化 共 生 推 進 計 画 』， 豊 田 市 『 豊 田 市 国 際化

推 進 計 画 』， 常 滑 市 『常 滑 市 国 際化 推 進 計 画 』， 田原 市 『 た は

ら グロ ー カ ル シ テ ィ 推 進 プ ラ ン 』 で あ る。

10 ） 常 滑 市 の在 留 外 国 人 比 率 は1.85 に す ぎ ない が （表1 ）， 常滑

市 に は 中 部 国 際 空 港 （セ ン トレ ア ） が あ り， 外 国人 来 訪 者 に

対 す る 国 際 化 の対 応 が 進 ん だ 可 能 性 も あ る。

11）自治体国際化協会（CLAIR）が災害時の多言語支援センター

に関する設置マニュアルを公開している（CLAIRホームペー

ジ「多文化共生」「http://www.clair.or.jp/j/multiculture/tagengo/

saigai.html) ( 最 終 閲 覧 日:2017 年9 月25 日） を参 照）。

12) 2016 年 に ス タ ー トし た 「多 文 化 共 生 」 と 「防 災 」を キー ワ ー

ド に 活 動 を 展 開 す る 「多 文化 防 災 ネ ッ ト ワ ー ク 愛 知・名 古 屋 」

の動 向 が 注 目 され る。
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